
【別紙２】

福島第一原子力発電所廃棄物関連設備及び施設の新・増設計画

１ 中長期ロードマップにおける廃棄物処理の方針について

福島第一原子力発電所において、事故後に発生した表面線量率が30mSv/h以下の瓦礫

等及び汚染水処理により発生した水処理二次廃棄物に関しては、既設設備の固体廃棄物

貯蔵庫の貯蔵容量を大きく超えるため、現在は特定原子力施設指定下の特別措置により、

屋外に一時保管しており、その保管場所は発電所構内に点在している（図１参照）。

平成27年６月12日に改訂された「東京電力（株）福島第一原子力発電所の廃止措置等

に向けた中長期ロードマップ」（以下「中長期ロードマップ」という。）において、「東

京電力は、当面10年程度に発生する固体廃棄物(*1)の物量予測を行い、固体廃棄物の発

生抑制と減容を図った上で、一時保管エリアにおける保管や、遮へい・飛散抑制機能を

備えた施設の計画的な導入、継続的なモニタリングによる適正な保管を前提とした保管

管理計画を2015年度内に策定する。」とされている。

これを受けて、東京電力は、「固体廃棄物の保管管理計画（平成28年３月31日）」（以

下「保管管理計画」という。）を策定した。

(*1)固体廃棄物：「瓦礫等（瓦礫類（*2)、伐採木、使用済保護衣等）」「水処理二次廃棄物（吸

着塔類、廃スラッジ、濃縮廃液）」や、事故以前から福島第一原子力発電所に保管されて

いた「放射性固体廃棄物」の総称。

(*2)瓦礫類：発電所敷地内において、今回の地震、津波、水素爆発によって発生した瓦礫や、

放射性物質に汚染した資機材、除染を目的に回収した土壌等。

図１ 「瓦礫等」及び「水処理二次廃棄物」の保管場所



２ 現状の固体廃棄物の保管管理

（１）「瓦礫等」の保管管理

固体廃棄物の内、「瓦礫等」は「瓦礫類」、「伐採木」、「使用済保護衣等」に分類し、

「瓦礫類」はさらに表面線量率毎に区分して発電所構内に一時保管している。表面線

量率が30mSv/hを超える「瓦礫類」以外は固体廃棄物貯蔵庫外の屋外の一時保管エリ

アで保管している（図２参照）。

図２ 「瓦礫等」の保管管理

（２）「水処理二次廃棄物」の保管管理

固体廃棄物の内、「水処理二次廃棄物」は「吸着塔類」、「廃スラッジ」、「濃縮廃液」

に分類し、「吸着塔類」は使用済吸着塔一時保管施設内のラック又はボックスカルバ

ートに、「廃スラッジ」は震災前から設置されていたプロセス主建屋の地下にある廃

スラッジ貯蔵施設に、「濃縮廃液」は屋外の溶接タンクにそれぞれ一時保管している

（図３参照）。

図３ 「水処理二次廃棄物」の保管管理
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３ 今後の固体廃棄物の保管管理

（１）基本方針

東京電力ホールディングス株式会社は固体廃棄物の保管管理計画を策定するに当た

り、次のとおり基本方針を定めた。

○「瓦礫等」については、より一層のリスク低減を目指し、可能な限り減容したうえ

で、建屋内保管へ集約し、固体廃棄物貯蔵庫外の一時保管エリアを解消していく。

○「水処理二次廃棄物」についても、建屋内保管に移行し、一時保管エリアを解消し

ていくこととし、その際に安定に保管するための処理方策等を今後検討していく。

（２）「瓦礫等」の発生量

平成28年７月末現在、事故後に発生した瓦礫等が約35万ｍ３一時保管されている。

中長期ロードマップに記載されている工事等により発生する固体廃棄物を中心に、当

面10年程度に発生する固体廃棄物の物量予測を行ったところ、合計約74万ｍ３が発生

すると想定された。この量は既存の固体廃棄物貯蔵庫（建設中の第９棟含む）の保管

容量（４万ｍ３）を超えている（図４参照）。
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図４ 瓦礫等の発生量予測

瓦礫類の発生予測のその他の工事の約38.3万ｍ３のうち約４分の３を１～４号機瓦

礫撤去・カバー解体、排気筒解体、一般構造物等解体・補修、汚染水対策工事、フェ

ーシング工事が占める。瓦礫類の発生予測の内訳を図５、図６に示す。

なお、地下貯水槽については、今回試算した平成39年(2027年)迄の発生量が推測さ

れていないため現試算の総量には含んでいないが、今後、前倒しで解体・撤去の検討

を進めることとしており、詳細が決まった段階で、技術検討会で改めて報告を受ける

こととする。

図５ 瓦礫類の発生予測内訳

(*1)図４において「１号機瓦礫撤去」「２号機瓦礫撤去」は特に重要な工事として別に計上しているため、

図５において赤字で記載

(*2)瓦礫発生予測量の計算において、四捨五入の関係から小数点以下が一致していない場合がある。
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図６ 瓦礫類の発生予測内訳（作業毎）

また、個別工事の発生量算出例として、２号機瓦礫撤去、排気筒解体の事例を次

に示す。

【２号機瓦礫撤去】
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【排気筒解体】

４ 減容処理及び保管施設の新・増設

保管管理計画の基本方針に基づき固体廃棄物貯蔵庫外の一時保管エリアを平成30年度

(2028年度)を目途に解消し、かつ今後発生が予想される固体廃棄物を適切に保管・管理

するために、次に示す設備を新・増設する。

・増設雑固体廃棄物焼却設備（焼却炉前処理設備）

主に「伐採木」、「使用済保護衣等」、「瓦礫類」中の可燃物を焼却し、減容する。

・減容処理設備

「瓦礫類」中の金属瓦礫及びコンクリート瓦礫等の減容を行う

・増設固体廃棄物貯蔵庫

既存の固体廃棄物貯蔵庫で不足する保管容量を補う。

・大型廃棄物保管庫

水処理二次廃棄物はその形状、重量が固体廃棄物貯蔵庫の保管条件に適合しないた

め、固体廃棄物貯蔵庫とは別に大型の廃棄物を保管する施設を設置する。

・汚染土一時保管施設

汚染土は今後、量と性状を把握した後に処理方針を検討することとし、発生に合わ

せて増設し、保管していく。
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図７、図８に「瓦礫等」及び「水処理二次廃棄物」の処理フローを、図９に「瓦礫

等」の処理量予測を示す。

図７ 「瓦礫等」の処理フロー

図８ 「水処理二次廃棄物」の処理フロー
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図９ 「瓦礫等」の処理量予測

また、図10に今後10年程度における「瓦礫等」の発生見込み及び、現在計画してい

る固体廃棄物貯蔵庫の保管容量の推移を示す。

これによると、「瓦礫等」の必要保管量が、平成32年（2020年）には現存する固体廃

棄物貯蔵庫（第１～８棟及び現在建設中の第９棟）の保管容量を超える。

一方で、増設固体廃棄物貯蔵庫の建設には計画から約４年かかるため、第10棟以降

の増設は平成28年度（2016年度）に着手する必要がある。

図10 「瓦礫等」の発生見込み及び固体廃棄物貯蔵庫の保管容量
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なお、水処理二次廃棄物は、当面、減容・安定化技術の開発を進めながら、既設の

一時保管施設及び大型廃棄物保管庫において、原形の状態での保管管理を継続する。

処理方策等の今後の検討により減容率や処理速度が決定され、これにより水処理二次

廃棄物における一時保管施設の解消時期が変わり得るため、図14の配置図では一時保

管施設を残した状態としている。

このため、減容・安定化技術が開発され、保管計画の詳細が決まった段階で、技術

検討会で改めて報告を受けることとする。

また、汚染土一時保管施設の解消についても、今後汚染土の処理方針及び処理計画

が決まった段階で、技術検討会で改めて報告を受けることとする。

図11に廃棄物全体の発生量及び処理前後の保管状況等、保管管理計画全体のイメー

ジを、図12-1及び図12-2に固体廃棄物貯蔵庫保管分の保管管理計画の内訳を示す。
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図11 保管管理計画の全体イメージ
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図12-1 保管管理計画（固体廃棄物貯蔵庫保管分）の内訳(1)
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図12-2 保管管理計画（固体廃棄物貯蔵庫保管分）の内訳(2)
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５ 廃棄物関連設備及び施設の概要

今回新・増設を計画している廃棄物関連設備及び施設の設置イメージを図13に示す。

図13 廃棄物関連設備及び施設の設置イメージ図

また、構内における配置図を図14に示す。

図14 構内における廃棄物関連設備及び施設配置図
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以下に、各設備及び施設の概要を示す。

（１）増設雑固体廃棄物焼却設備

平成28年３月から運転が開始された雑固体廃棄物焼却設備により、一時保管されて

いる可燃物（使用済保護衣）の焼却が進められている（平成28年８月から設備不具合

により停止中。11月から運転再開）が、さらなる保管量低減、火災リスクの低減を目

的として設置する。

速やかな廃棄物減量の観点からは、処理容量は大きい方が望ましいが、設備が大き

くなるほど設置工期が長くなることから、両者を勘案し、処理容量を１日９５ｔと計

画している。

年間稼働日数は、定期点検約９０日、小点検約２０日、予備日約５０日とし、約２

００日/年と想定している（稼働率約５５％）。

主な焼却対象物 ・伐採木 ・瓦礫類中の可燃物（木材・梱包材・紙等）

・使用済保護衣等 ・廃油

処 理 方 法 キルンストーカ式焼却炉

処 理 容 量 ９５ｔ/日(３２０ｍ３/日)(２４時間運転・伐採木処理時)

（１７０ｍ３/日)(使用済保護衣)(*)

目 標 減 容 率 １０％以下

構 造 地上５階建

主要部分の構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート、鋼板コンクリート等

遮へい機能と十分な強度を有する構造

処 理 フ ロ ー 地上１階の廃棄物貯留ピットに処理対象物を受け入れ、焼却

を行い、焼却処理後の焼却灰は容器に封入し、地上１階より搬

出し、排ガスは地上１階に設置されるバグフィルタ、地上５階

に設置する排ガスフィルタ（バグフィルタ＋HEPAフィルタ２段）

を通して最上階の排気筒から排気する。

運用開始時期 平成32年度（2020年度）

(*)使用済保護衣の処理容量算定

既設の雑固体廃棄物焼却設備における使用済保護衣の処理量は約150ｍ
３

/日であり、使用済保護衣

類を保管している１ｍ
３

コンテナから小分けに保管されている20Ｌポリ袋を人力で取り出す作業が

律速段階となっている。同様に増設雑固体廃棄物焼却設備においても同作業が律速段階となること

から、使用済保護衣の処理量は約170ｍ３/日と想定している。

処理方法は、既設雑固体廃棄物焼却設備が様々な廃棄物を扱うことを考慮してキルン

式を採用しているのに対し、増設炉は様々な廃棄物を扱うことに加え、熱量が低い伐採

木を効率的に焼却するため、ストーカ式を組み合わせたキルンストーカ式を採用する（図

15、図16参照）。キルン式、ストーカ式、いずれも国内では導入実績のある方法であり、

その特徴を次に示す。
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図15 キルンストーカ式のイメージ

図16 増設雑固体廃棄物焼却設備
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また、雑固体廃棄物焼却設備に関して、既設と増設の比較及び福島県内におけるス

トーカ式、ロータリーキルン式等の仮設焼却炉の導入実績を次に示す。

なお、他の原子力発電所、原子力施設においては、

福島第一原子力発電所に比べると可燃物の発生量が少

なく、処理容量としては100kg/h(2.4t/日)程度であり、

焼却対象物もポリエチレンや紙類等の焼却しやすく灰

分の少ないものが主体なため、堅形円筒炉（右図参照）

が主に採用されており、キルンストーカ式の採用実績

はない。

焼却後の排ガス処理設備としては、原子力関連施設

において実績のある、バグフィルタ及びＨＥＰＡフィ

ルタ２段を採用している。

排ガス処理設備の採用実績

旧福島第一、福島第二、柏崎刈羽荒浜 セラミックフィルタ２段、ＨＥＰＡフィルタ

柏崎刈羽大湊 バグフィルタ、ＨＥＰＡフィルタ２段

既設焼却炉 バグフィルタ、ＨＥＰＡフィルタ２段

増設焼却炉 バグフィルタ、ＨＥＰＡフィルタ２段
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（２）焼却炉前処理設備

アの増設雑固体廃棄物焼却設備の効率的・安定的な焼却運転を行うため、焼却対象

物を焼却前に破砕処理する施設（図17参照）。

増設雑固体焼却設備が２４時間運転であるのに対し、前処理設備は平日・日中運転

を想定し、処理量を１日１４０ｔと計画している。

処 理 対 象 物 ・伐採木 ・瓦礫類中の可燃物（木材・梱包材・紙等）

・使用済保護衣等

処 理 容 量 約１４０ｔ/日（日中のみ（８時間）運転・伐採木処理時）

構 造 地上２階建

主要部分の構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート、鋼板コンクリート等

遮へい機能と十分な強度を有する構造

処 理 フ ロ ー 地上２階で処理対象物を受け入れ、破砕処理後は地上１階で

受け、ベルトコンベアで増設雑固体廃棄物焼却設備へ移送する。

運用開始時期 平成32年度（2020年度）

図17 焼却炉前処理設備
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（３）減容処理設備

金属・コンクリート等の瓦礫類を切断・破砕し減容することによる保管量の低減を

目的として設置する。

金属、コンクリートともに処理設備を各１系列配置することとし、いずれも一般産

業界用の中間処理における実績を参考に（切断装置や破砕装置自体の処理能力ではな

く、これらの装置に対象物を投入・取出する重機作業の早さで決まる）処理量を計画

している（図18参照）。

１日の作業時間を５時間とし、平日（300日/年：日・祝日を除く）稼働を仮定し、

年間処理量が約3,000ｍ３で約６年の処理期間を想定している。

処 理 対 象 物 ・金属 ・コンクリート

処 理 方 法 ・圧縮切断（金属）

・破砕方式（コンクリート）

処 理 容 量 ・約６０ｍ３/日（金属）

・約４０ｍ３/日（コンクリート）

目 標 減 容 率 ５０％程度

構 造 地上２階建

主要部分の構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート、鋼板コンクリート等

遮へい機能と十分な強度を有する構造

処 理 フ ロ ー 地上１階で金属・コンクリートを切断・破砕後、容器に封入

し貯蔵施設へ保管。地上２階に空調設備や電源設備等を配置。

運用開始時期 平成33年度（2021年度）

図18 減容処理設備
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（４）増設固体廃棄物貯蔵庫

固体廃棄物貯蔵庫の計画で不足すると想定される約14万ｍ３分を保管できる貯蔵庫

を設置する（図19参照）。

14万ｍ３のうち、5.5万ｍ３は既発生分、残り8.5万ｍ３は今後の発生量予測分であ

り、工事の見直し等による変動が考えられるため、8.0万ｍ３（5.5万ｍ３＋2.5万ｍ
３（8.5万ｍ３の一部))(第10、11棟）を至近で計画する。

残り6.0万ｍ３分(第12棟以降)の設置は今後の発生量を踏まえて判断することとし

ており、今後計画の詳細が決まった段階で、技術検討会で改めて報告を受けることと

する。

保 管 対 象 物 ・焼却灰 ・瓦礫類、大型瓦礫類

・震災前に発生した放射性固体廃棄物、開口部閉止措置を実施

した大型廃棄物等

保 管 容 量 全体約140,000ｍ３

（６ｍ３容器（内寸5.2ｍ３)で約28,000個相当）

・第10棟（低線量保管庫） 約 45,000ｍ３

（６ｍ３容器で約 9,000個相当：45,000/5.2= 8,654）

・第11棟（高線量保管庫） 約 35,000ｍ３

（６ｍ３容器で約 7,000個相当：35,000/5.2= 6,731）

・第12棟以降 約 60,000ｍ３

（６ｍ３容器で約12,000個相当：60,000/5.2=11,539）

構 造 地上６階建（第10棟、第11棟）第12棟以降は未定

内 部 配 置 第10棟、第11棟は地上１～５階で瓦礫等を保管。地上６階に

空調設備を配置。第10棟と第11棟の間に搬出入棟を設けて第10

棟及び第11棟の各階へ廃棄物を運搬する。

主要部分の構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート、鋼板コンクリート等

遮へい機能と十分な強度を有する構造

運用開始時期 平成33年度（2021年度）

図19 増設固体廃棄物貯蔵庫 第10棟・第11棟 イメージ
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【参考】既設固体廃棄物貯蔵庫（第１～８棟、第９棟（建設中））の活用

福島第一原子力発電所の固体廃棄物貯蔵庫には、震災前に発生したドラム缶及び大

型廃棄物（以下「ドラム缶等」と言う。）が約18万本保管されている。

これらドラム缶等及び、震災後に発生した焼却灰については、第１～６棟及び第７

･８棟の地上階及び、地下１階に保管している。また、遮へい効果が高い、第７･８棟

の地下２階に震災後発生した高線量の瓦礫等を保管している。

第９棟設置後は、更に震災前の比較的線量が低いドラム缶を、第９棟の地上階に移

動し、遮へい効果が高い第７･８棟の地下階の保管エリアを更に確保する計画。

地下を空ける
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（５）汚染土一時保管施設

汚染土は処理方策が決定するまでの間、一時保管施設に保管していくこととし、発

生（今後10年間で4.5万ｍ３発生すると試算）に併せて増設する（図20参照）。

汚染土には主に次の２種類がある。

・フェーシングや敷地の線量低減のために回収した表土（フォールアウト起源で主に

セシウム主体に汚染している）

・汚染水が漏えいした箇所から回収した土（汚染水起源で主にストロンチウム主体に

汚染している）

汚染土は、表面線量率が１mSv/h以下のものがほとんどであり、この１mSv/h以下の

汚染土を汚染土一時保管施設に保管し、１mSv/hを超えるものは固体廃棄物貯蔵庫に

保管する計画としている。

保管 対象 物 汚染土

保 管 容 量 約4.5万ｍ３ （今後の工事計画から試算）

構 造 コンテナもくしはボックスカルバート等(図21参照)

（汚染土の発生に合わせて必要な分を適宜設置可能）

運用開始時期 平成30年度（2018年度）

図20 現状の汚染土保管状況

図21 コンテナ方式及びボックスカルバート方式の施設イメージ
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（６）大型廃棄物保管庫

水処理二次廃棄物はその形状、重量が固体廃棄物貯蔵庫の保管条件に適合しないた

め、固体廃棄物貯蔵庫とは別に、大型の廃棄物を保管する施設を設置する（図22参照）。

既設の一時保管施設の保管容量を超えて必要となる当面の面積として4,000ｍ２を

至近で計画しており、保管面積全体(約12,000ｍ２)は今後の発生量や減容率等の見通

しを踏まえて判断するとしており、残り約8,000ｍ２ については、詳細が決まった段

階で、技術検討会で改めて報告を受けることとする。

保 管 対 象 物 ・水処理二次廃棄物（吸着塔類）など、大型で重量の大きい廃

棄物

（セシウム吸着装置（ＫＵＲＩＯＮ），

第二セシウム吸着装置（ＳＡＲＲＹ），

多核種除去装置（ＡＬＰＳ）等から発生）

保 管 面 積 全体約12,000ｍ２（吸着塔 約1,740本相当）

・約4,000ｍ２（吸着塔 約 540本相当）

・約8,000ｍ２（吸着塔 約1,200本相当）（今後、検討）

構 造 地上１階建

主要部分の構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート、鋼板コンクリート等

遮へい機能と十分な強度を有する構造

運用開始時期 平成31年度（2019年度）

図22 現在一時保管されている水処理二次廃棄物と大型廃棄物保管庫の保管イメージ
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６ 廃棄物関連設備及び施設の配置計画について

各施設の配置を決めるに当たり、次の項目を考慮している。

（１）敷地境界線量への寄与

(1)増設雑固体廃棄物焼却設備、(2)焼却炉前処理設備、(3)減容処理設備は、線源

が小さく、効率的に遮へいが可能なため敷地境界側に配置。

(4)増設固体廃棄物貯蔵庫、(5)大型廃棄物保管庫、(6)汚染土一時保管施設は、線

源が大きいため、敷地境界から比較的離れたところに配置している。

更に、(6)汚染土一時保管施設は一時保管のため遮へいが難しいことから、最も敷

地境界から離れたところに配置している。
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（２）動線の効率性

(2)焼却炉前処理設備、(1)増設雑固体廃棄物焼却設備は連続した処理となるため隣

接し、また、(1)増設雑固体廃棄物焼却設備、(3)減容処理設備は両方から(4)増設固

体廃棄物貯蔵庫に廃棄物を移動し、保管するため、(1)、(3)は(4)の近くに設置する

ことが望ましいとしている。

(5)大型廃棄物保管庫、(6)汚染土一時保管施設は、他の施設と関連がないため、動

線の影響はないとしている。

（３）建設工事の容易性

建設工事期間が重なり、工事期間が長期(３～４年）を要する、(1)増設雑固体廃棄

物焼却設備、(3)減容処理設備、(4)増設固体廃棄物貯蔵庫第10棟は、建屋間に一定の

距離を取ることで、工事干渉を減らし、より安全に工事が出来るように配慮するとし

ている。
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（４）敷地の有効利用

（１）～（３）の条件を考慮し、また、各施設の建屋規模を踏まえ、将来有効利用

が可能な敷地を残すよう各設備・施設間をできるだけ近づけて配置検討したとしてい

る。


